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臓器移植法，同法施行規則の規定
◆臓器の移植に関する法律（平成9年7月16日）9条
「病院又は診療所の管理者は，第6条の規定により死体から摘出
された臓器であって，移植術に使用されなかった部分の臓器を，
厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。」

◆臓器の移植に関する法律施行規則（平成9年10月8日）4条
「法第9条の規定による臓器・・・の処理は，焼却して行わなけれ
ばならない。」

◆臓器の移植に関する法律の施行について（厚生事務次官依命
通知）（平成9年10月8日）　第２　２（４）

「移植術に使用されるために死体から摘出した臓器であって，移
植術に使用されなかった部分の臓器は，厚生省令で定めると
ころにより処理しなければならないこととされたこと。（法第9条
関係）」　［追捕・次ページの局長通知も参照してください。］



臓器移植法，同法施行規則の規定
［2002.12.5.追捕］

◆臓器の移植に関する法律施行規則等の施行について
（厚生省保健医療局長施行通知）（平成9年10月8日健
医発1328号）　第１　３　使用されなかった部分の臓器
の処理

「法に基づき摘出された臓器であって移植術に使用され
なかった部分については，焼却により処理しなければ
ならないこととしたこと。（規則第4条関係）」



角膜移植法における規定
◆角膜移植に関する法律（昭和33年4月17日）6条
「病院又は診療所の管理者は，第2条の規定により死体から
摘出した眼球であって，角膜移植術に使用しなかった部分
の眼球を，厚生省令の定めるところにより処理しなければな
らない。」

◆角膜移植に関する法律施行規則7条
「法第6条の規定による眼球の処理は，すみやかに，礼意を失
わないように焼却して行うものとする。」

◆角膜移植に関する法律の施行について　四

「使用しなかった眼球の処理は，国民感情の保護及び公衆衛
生の維持の見地から，すみやかに，礼意を失わないように
焼却して行わなければならないこと。なお，この規定は，死
体解剖保存法の規定により，摘出した眼球を解剖し又は標
本等として保存することを妨げるものではないこと。」



角膜腎臓移植法における規定
◆角膜及び腎臓の移植に関する法律（昭和54年12月18日）7条
「病院又は診療所の管理者は，第3条の規定により死体から摘出
した眼球又は腎臓であって，角膜移植術又は腎臓移植術に使
用しなかった部分の眼球又は腎臓を，厚生省令で定めるところ
により処理しなければならない。」

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律施行規則7条
「法第7条の規定による眼球又は腎臓の処理は，焼却して行わな
ければならない。」

◆角膜及び腎臓の移植に関する法律等の施行について　第６
「摘出を行った後，特段の事由により移植に使用されなかった部
分の眼球又は腎臓の処理は，国民感情の尊重及び公衆衛生
の維持の見地から，焼却して行わなければならないこととされ
ていること。

　なお，この規定は，死体解剖保存法・・・の規定に基づく所要の
手続を備えることにより，摘出した眼球又は腎臓を解剖し又は
標本等として保存することを妨げるものではないこと。」



焼却による処理の規定の趣旨

◆臓器移植法の規定に基づいて死体から摘出された臓器
は，その目的に沿って用いられなければならない。

◆その目的というのは，臓器移植法が「臓器の移植術に
使用されるための臓器を死体から摘出すること」等に
つき必要な事項を規定するものであること（1条）に
照らして，臓器移植に限定される。

◆したがって，それに使用されなかった臓器を臓器移植
以外の目的に用いることはできず，火葬に準じた礼意
をもった処理として焼却に付す，ことが相当である。

◆また，臓器移植法と死体解剖保存法とでは，その趣旨
や承諾要件が全く異なるので，不使用臓器を死体解剖
保存法に基づいて解剖・保存することは不適切である。



欧米の状況

アメリカなどでは，移植用に死体から摘出された臓器

で移植に用いることができなかったものを研究等に

用いることが広く行われている。そこでは，法律で

認められた死体や死体臓器の提供目的は，移植に限

定されておらず，（提供をするドナー本人や，その

近親者が認める限り）治療，教育，研究なども提供

目的にできるものとなっている（この点は，カナダ，

イギリス，大部分のヨーロッパ諸国でも同じ）。



欧米の法律における死体提供の目的

◆死体提供の目的になりうるもの
★アメリカ（Uniform Anatomical Gift Act (1987),  sec. 6）
　Transplantation, therapy, education, research, or 

advancement of medical or dental science.
★イギリス（Human Tissue Act  1961, sec. 1）
　Therapeutic purposes or purposes of medical education 

or research
★カナダ・British Columbia州（Human Tissue Gift Act
　(1996), Sec.4 & 5）
　Therapeutic purposes, medical education or scientific 

research



欧米とわが国との違い

アメリカなどでは，法律で認められた死体や死体臓器
の提供目的は，移植に限定されておらず，（提供を
するドナー本人や，その近親者が認める限り）治療，
教育，研究なども提供目的にできるものとなってい
る→提供者が認めている限り，移植用臓器の研究利
用を認めることに問題はない。

わが国では，臓器移植法による臓器摘出の目的は臓器
移植に限定されている→臓器移植法に基づいて摘出
された臓器で移植に使用されなかったものの研究利
用を現行法の解釈論として認めることは難しい。



臓器移植法の厳格な運用――医学的理由から移植
に使用不可とされた臓器が本当に使用不可であったのかどうか
を，事後の病理学的検査によって確かめる目的のために，臓器
の一部を標本として残すというようなことさえも認めない

【公衆衛生審議会成人病難病対策部会平成9年8月29日】

○杉村委員 　第４条のところに、使用しなかった臓器は焼却しなきゃいけ
ないと書いてあるんですよ。焼却しなきゃいけないというのは、例えばホ
ルマリンに保存するとかいうことじゃいけなくて、焼却しなきゃいけないわ
けね。それはなぜでしたかね。

○貝谷室長 　これは、腎臓につきましても従来からこのような規定が設け
られております。趣旨はやはりその臓器というものは移植のために提供
された趣旨と。そういう趣旨を踏まえまして、ご意思を踏まえまして、遺
族への感情的な配慮といったことから、ホルマリン漬けで残すということ
ではなくて、使われなかった部分は部分としてキチンと処理といいます
か、丁重に扱っていくという趣旨が従来から設けられておりまして、今回
もそれを踏まえてこういった規定を整備しているということでございます。



臓器移植法の厳格な運用
○杉村委員 　じゃあ、何かの理由でしばらく保存されてないと困
ることはないの？

○貝谷室長 　医学的に、当該臓器が必要かどうか、移植に適す
るかどうかという検査はもちろん、いろいろな検査が必要だと思
いますけども、結果的にその臓器が使われなかったという場合
には、その段階でいろいろな意味での医学的な研究ということ
ももちろん現場の声としてはあるようでございますけれども、私
どもとしては、そこはこれまでの経過なりそれから遺族への感
情その他を考えますと、焼却ということでこの場合には対応して
いただきたいと考えております。この点につきましては、実は専
門委員会でもさまざまな意見がございまして、最終的にはこの
ような規定に落ち着いているということでございます。



臓器移植法の厳格な運用

○太田委員 　臓器そのものは焼却ということでやむをえないかと思い
ますけども、現在、実際に使う場合に、前もってバイオプシーをして
組織を調べておりまして。それを一応ブロックで置くとか、プレパラー
トになっているとか、そういうものについても焼却しなくちゃいけませ
んか。そのへんはどうでしょうか。

○貝谷室長 　事前に、その臓器が移植に適するかどうか、いろいろな
検査をします。いま先生がおっしゃいましたような検査を。それは当
然やりますけれども、それは用が済めばといいますか、それが終わ
れば同じように処理をしていただくということが必要であろうと、私ど
もは考えております。

○太田委員 　写真を撮って残す以外に方法はないわけですね。



臓器移植法の厳格な運用
――ドナーによるレシピエントの指定も認めない

本法施行後15例目（2001年7月）の脳死下における臓器提供事例
において，ドナー本人は，生前，2人の親族に臓器を提供する
意思を表示していた。日本臓器移植ネットワークは，厚生労働
省に対応を照会した上で，ドナーの生前の意思を尊重して，親
族2人へ臓器（腎臓）が移植されるようあっせんを行った。

この事例を契機として，厚労省厚生科学審議会疾病対策部会臓器
移植委員会で2001年9月から2002年7月にかけて7回にわたって，
レシピエントを指定するドナーの意思の取扱いについて議論さ
れ，その間，厚労省ホームページ上で2回の「ご意見募集」が
なされた。しかし，委員会では意見の一致が得られず，国会等
における意見のとりまとめが要請されるとともに，当面は，提
供先を指定する本人の生前意思に基づく臓器提供は認めないこ
ととされた（2002年7月）。



ドナー本人および家族・遺族の意思の尊重

自らの死体臓器の移植目的での使用を希望する人は，

自分の死体がより広い目的で用いられることをも希

望する意思であるかもしれない。ましてや，わが国

の臓器移植法は，基本的に，死体からの移植用臓器

の摘出に本人の提供意思を不可欠とし，かつ遺族に

摘出を拒む権限を与えており，ドナー本人やその家

族・遺族の意思を非常に重視する点に特色がある。

そうであるならば，ドナー本人および家族・遺族の

意思は可能な限り尊重することが望ましいといえる。



ドナー本人および家族・遺族の意思の尊重

しかし，現行の臓器移植法およびその運用は，移植目

的であって，かつ狭く限定された枠組みの中でのみ，

ドナー本人および家族・遺族の意思が活かされるも

のになっている。法のあり方としては，ドナー本人

および家族・遺族の希望・意思に反したことがなさ

れないようにするための手当てを講じたうえで，医

学の研究・教育などを含めた，より広い目的のため

に死体提供をすることを可能にすることが必要でな

いかと考えられる。
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